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不正改造の排除

不正改造車の行政処分基準

　不正改造はいわば「犯罪」であり、危険も処罰も待っています。保安基準に適合していない箇所が
ないか、確実にチェックしましょう。

不正改造例

　不正改造車に対する行政処分基準は下表のとおりであり、処分日車数は違反車両数に比例して加重
される厳しいものとなっています。

初回違反 再違反 累違反

20日×違反車両数 40日×違反車両数 80日×違反車両数
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車両故障に起因する事業用トラックの事故 事業用自動車の定期点検整備実施率

DPF付車両の正しい使用大型車のホイール・ボルト関係の点検内容

（1）事故件数
　車両故障に起因する事故の件数と装置別件
数を平成 19年から経年でみると、平成 22
年以降増加傾向にありましたが、平成24年
は減少に転じました。

（出典）国土交通省「自動車運送事業用自動車事故統計年報（平成
19年～平成 24年）

　事業用トラックは、同じ事業用バス・タクシーに比べて走行距離が長く、より確実な点検整備が求
められますが、その実施率は十分ではありません。

　最近のディーゼルトラックは、排出ガス規制に対応するためDPFなどの排出ガス後処理装置を採用
しています。これらの装置は適正に使用しないと、エンジン停止などの原因となります。

（1）日常点検
　1日1回、運行前に日常点検を実施することになっています。乗用車と比べて走行距離も長いことから、
車の健康状態をしっかりチェックし、事故を未然に防止するためにも日常点検の実施を徹底しましょう。

（2）定期点検
　定期点検には 3か月点検と12か月点検があります。事故を未然に防ぐためにもきちんと点検しま
しょう。

【3か月定期点検時】	 	日常点検に加え、トルクレンチなどを使用して、ホイール・ナットが緩んでいないか（規定の
締付けトルクで締付けられているか）点検します。

【12か月定期点検時】	 	ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。ホイール・ボルトやホイール・ナッ
ト及びハブなどの関連部品に異常がないかも点検します。

大型自動車の車輪脱落事故
　ボルトの折損を伴うタイヤの脱落事故は、平成11年 1月以降、平成24年 12月末
までに365件発生しており、平成20年 4月には、東名高速自動車道でボルト折損に
より脱落したタイヤが対向してきたバスに衝突し、バスの運転者が死亡した事故が発
生しています。車輪脱落事故は、ナットが緩む、ボルトが折れるなど、車輪脱落まで
には必ず予兆があります。日常点検や定期点検をしっかり行ってください。また、タ
イヤ交換時などの不適切な締付け（強すぎ、弱すぎ）や誤ったボルト・ナットの使用（ア
ルミホイール用、スチールホイール用の誤用）は、車輪脱落の原因となります。

（2）装置別件数
　平成24年の車両故障に起因する事故のう
ち、装置別件数では車輪、タイヤ、車軸など
の足回りに関するものが4割以上を占めて
います。

（出典）国土交通省「自動車運送事業用自動車事故統計年報（平成
24年）」
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21件

車輪（タイヤ除く）
32件タイヤ

36件

車軸
14件

制動装置
28件

緩衝装置　1件

物品積載装置　1件

燃料装置　8件

操縦装置　5件

内圧容器及びその付属装置　2件

電気装置
13件

ばい煙等の発散防止装置　1件

①目視での点検 ②点検ハンマや小型ハンマを
　使用しての点検

③タイヤ空気圧の点検

このような事故が起きています

事業用自動車の種類 平均走行距離
（万 km/ 台 / 年） 定期点検整備実施率※

トラック 6.4 60％

バス 4.5 90％

タクシー 5.3 84％

※定期点検整備実施率＝対象車両の定期点検整備の延べ実施回数／（定期点検整備設定回数×対象車両数）

（出典）国土交通省調べ（平成 24年）ほか

（1）適切なエンジンオイルの使用
　DPF 付車両のエンジンオイルには、低アッシュ（灰分）の「DH2（VDS-4）規格」オイルが指定
または推奨されています。「DH2（VDS-4）」以外のエンジンオイルを使用すると、DPFへのアッシュ
の堆積が早まり、目詰まりが起きやすくなります。エンジンオイルの補充または交換には、必ず「メー
カー指定のオイル」を使用してください。

（2）DPFフィルターの定期的な点検・清掃
　排出ガス中には、微量のエンジンオイルが含まれています。このエンジンオイルの燃えカスをアッ
シュ（灰分）と呼びます。アッシュは、DPFの再生を繰り返すごとにフィルターに堆積して、目詰ま
りの原因となります。そのため、DPFはフィルターの定期的な点検と清掃が必要になります。

ディーゼル
排出ガス

浄化された
排出ガス酸化触媒 フィルター

DPF

・炭化水素（HC）や一酸化炭素（CO）などを酸化除去
・一酸化窒素（NO）を二酸化窒素（NO2）に転換
・ポスト噴射時などの軽油の酸化燃焼

・すすの除去（捕捉後に酸化処理）


